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Ⅰ　酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針

Ⅱ　生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標

　１　生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標

（注）１．成牛とは、24ヶ月齢以上のものをいう。以下、諸表において同じ。

　　　２．生乳生産量は、自家消費量を含め、総搾乳量とする。

　　　３．「目標」欄には、平成37年度の計画数量を、「現在」欄には原則として平成25年度の数量を記入する

　　　　　こと。以下、諸表について同じ。

　２　肉用牛の飼養頭数の目標

（注）１．繁殖雌牛とは、繁殖の用に供する全ての雌牛であり、子牛、育成牛を含む。

　　　２．肉専用種のその他は、肉専用種総頭数から繁殖雌牛及び肥育牛頭数を減じた頭数で子牛を含む。以下、諸表において

　　　　同じ。

　　　３．乳用種等とは、乳用種及び交雑種で、子牛、育成牛を含む。以下、諸表において同じ。
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　本市の酪農・肉用牛生産は、地理的条件や農地面積などから北海道全体に占める割合としてはそれほど大きくないが、市の中で
は農業生産額の２割ほどになっており、地域農業の重要な位置を占めています。
　飼養農家数は高齢化や後継者不足等により減少しており、この傾向は今後も続くと予想されるため、地域の畜産生産基盤の強化
と地域ぐるみの収益性の向上を目指す畜産クラスターの継続的な取組を推進し労働負担の軽減や規模拡大を図るとともに、地域の
特性を生かした畜産物の高付加価値化によって酪農及び肉用牛経営の所得向上と地域の活性化を図ります。食品については安全・
安心対する消費者の関心が高まっており地産・地消を基本とした畜産物の供給を図りながら消費拡大を推進します。
　家畜排せつ物については適正処理管理をするとともに良質堆肥を生産し粗飼料の品質向上確保し資源循環型農業の推進を図りま
す。
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Ⅲ　酪農経営又は肉用牛経営の改善の目標

　１　酪農経営方式

　　　単一経営

（ ha) kg

0

（ ha) kg

0

（注）１．「方式名」欄には、経営類型の特徴を、「備考」欄には「方式」の欄に掲げる方式を適用すべき区域名等を記入すること。

      ２． ６次産業化の取組を織り込む場合には、基本方針の第３の票のように、６次産業化部門に係る指標を分けて記入すること。

　　　３．（注）１，２については、「２肉用牛経営方式」についても同様とする。
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　２　肉用牛経営方式

　　（１）肉専用種繁殖経営
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Ⅳ　乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大のための措置

　１　乳牛

　　（１）地域別乳牛飼養構造

( )

( )

( )

（注）「飼養農家戸数」欄の（　）には、子畜のみを飼育している農家の戸数を内数で記入する。

　　（２）乳牛の飼養規模の拡大のための措置

　地域の畜産生産基盤の強化と地域ぐるみの収益性の向上を目指す畜産クラスターの継続的な取組
を推進するとともに、搾乳ロボットなど飼養管理技術の高度化を通じた低コスト化やＴＭＲセン
ター、酪農ヘルパー、コントラクター等を活用した作業の外部委託化など、労働軽減等を推進しま
す。また、飼料生産の向上や耕種農家へのデントコーンの栽培委託、放牧等による自給飼料の活用
拡大を図り自然循環型の生産構造を推進します。
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③／②
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合計
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　２　肉用牛
　　（１）地域別肉用牛飼養構造

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
（注）（　）内には、一貫経営に係る分（肉専用種繁殖経営、乳用種・交雑種育成経営との複合経営）について内数を記入すること。

　　（２） 肉用牛の飼養規模の拡大のための措置
   第１の３の（４）の記載上の注意を参照の上、基本方針の第１のⅡの１の（２）の「乳用牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応」の各項目の「対応・取組」を参考に、当該都道府県の実情等に応じて、飼養規模の拡大、生産性の向上に向けて、重点的な取組分野とその内容等について、対象（肉専用種繁殖経営、肉専用種肥育経営、乳用種・交雑種肥育経営及び一貫経営）を明らかにした上で、具体的に記述すること。                        また、キャトル・ブリーディング・ステーション等繁殖・育成拠点の整備状況（施設数、利用農家数、受託頭数等）と見通しについて、可能な限り定量的に記述すること。
　　　　及び一貫経営ごとに記述すること。
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　地域の畜産生産基盤の強化と地域ぐるみの収益性の向上を目指す畜産クラスターの継続的な取組を推進するとともに、遺伝的能力を十分に発揮
するための飼養管理技術の向上、地域の飼料資源等の活用た品種特性を活かした肉用牛の推進、デントコーンの栽培を耕種農家に委託することで
自給飼料中心の給与体系への転換を通じた生産性の向上を図るとともに疾病対策などにより事故率の低減、哺乳ロボットの導入による省力化を推
進します。
　また、圃場副産物や粗飼料の有効活用などによる低コスト生産を促進し安定経営、規模拡大を推進します。更に、補助事業で導入した繁殖雌牛
を活用して牛の更新を順次行い産肉性向上を図ります。
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Ⅴ　飼料の自給率の向上に関する事項

　１　飼料の自給率の向上

乳用牛

肉用牛

現在 目標（平成37年度）

56% 63%

　２　具体的措置

62% 70%

飼料作物の作付延べ面積 652ha 700ha

飼料自給率

 粗飼料の自給率を100％達成するためには、でんぷん粕や規格外農産物、休耕田での牧草育成、デントコー
ン、稲わら等を利用します。また、飼料技術や給与技術の開発実現化で得た技術の活用やデントコーンの栽培
を耕種農家へ委託し飼料の増産を目指します。



Ⅵ　生乳の生産者の集乳施設の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置

　１　集送乳の合理化

　　　第１の３の（６）の集送乳の合理化についての記載上の注意を参照の上、都道府県の実情を踏まえ、指定生乳生産者団体による

　　取組との整合性及び他の都府県との連携も考慮しながら、単位農協等の再編整備、貯乳施設の再編整備等の具体的措置について、

　　

　２　肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置

      （１） 肉用牛(肥育牛)の出荷先                      

　
北
広
島

(注)食肉処理加工施設とは、食肉の処理加工を行う施設であって、と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいう。

　 (２) 肉用牛の流通の合理化
       流通コストの削減と付加価値の向上を図るため、肉畜・頭数の安定化を図り、食肉処理施設における高度な処理加工技術
　　 の導入を働きかけます。

Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項
    （１）担い手の育成と労働負担の軽減のための措置
       　酪農ヘルパー、コントラクター等を活用した作業の外部委託化などによって、労働負担の軽減や作業の効率化を図ります。
　　　 作業の省力化を図り労働生産性を高めるため、搾乳ロボットなどの導入を支援します。
 
　　（２）畜産クラスターの推進方針
　　　　 地域の畜産生産基盤の強化と地域ぐるみの収益性の向上を図るため、道央農業協同組合や畜産農家等で構成する道央地域クラスター
　　　 推進協議会等の関係機関と連携し、地域の現状と課題分析を行い、共通の目標としての将来像を実現するための具体的な取組を進め、
　　　 地域全体の収益性を向上させる畜産クラスターの継続的な取組を関係者が一体となって推進します。
　
　  （３）その他必要な事項
　　　　 特になし

　地域の生乳生産量及び処理量に対応した集送乳体制の整備、生乳流通コストの低減を推進し合理化を図ります。集送等経費について
は、目標年度において現状の８～９割程度の達成を目指します。
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①
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②
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％
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46 640 5
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合
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